
 

 

１．計画の目的と改定の経緯 

◆計画の目的 

本計画は、感染拡大を抑止し、町民の生命及び健康を守りつつ、社会機能の維持と被害の最小化を図る

ため、平時から有事に至るまでの対策とその実施体制を明確化することを目的としています。 

◆計画改定の経緯 

「新型インフルエンザ等対策行動計画」は、感染症を取り巻く状況や新しい知見を反映して定期的に改定

する必要があります。特に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行により課題が顕在化し、国が令

和6年7月に政府行動計画を見直したことから、本計画を改定しました。 

 

２．対策の基本方針 

◆基本的な考え方 

（１）柔軟な対応 

➢ 特定の感染症や過去の事例に限定せず、未知の感染症も含め多様なシナリオを想定 

➢ 病原体の性状や流行状況、地域の実情を踏まえ、適切な対策を選択・実施 

（２）段階的対応 

➢ 準備期・初動期・対応期の３段階に区分し、段階ごとに重点施策を明確化 

➢ 初動期には早期探知・迅速な体制移行、対応期には柔軟な対策切替を実施 

◆基本的な戦略 

〇 感染拡大を可能な限り抑制し、町民の生命及び健康を守ります。 

〇 町民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となるようにします。 

◆対象とする感染症 

➢ 新型インフルエンザ等感染症 

➢ 指定感染症 （当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延

のおそれがあるもの）  

➢ 新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの） 

◆国・県・市町村の役割 

【国の役割】 

国は新型インフルエンザ等の発生時に迅速な対策を実施し、自治体を支援します。平時は政府行動計画

に基づく訓練や準備を進め、国際連携や情報提供を通じて対策を推進します。 

【県・市町村の役割】 

県及び市町村は、新型インフルエンザ等発生時に基本的対処方針に基づき、区域内で的確かつ迅速に対

策を実施するとともに、関係機関の取組を総合的に推進し、地域全体の感染症対策を確実に進めます。 
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項目 準備期 初動期 対応期 

実施体制 

町行動計画等の作成  

実践的な訓練の実施 

体制整備・強化 

連携の強化 

対策本部の設置準備 

必要な予算の確保 

必要な財政上の措置 

対策本部の設置 

県への要請 

情報提供・共有、

リスクコミュニケ

ーション 

感染症に関する情報提供・共有 

偏見・差別等に関する啓発 

偽・誤情報に関する啓発 

迅速かつ一体的な情報提供・共

有の体制整備 

双方向のコミュニケーションの

体制整備や取組の推進 

迅速かつ一体的な情報提供・共有 

双方向のコミュニケーションの

実施 

偏見・差別等や偽・誤情報への対応 

迅速かつ一体的な情報提供・共有 

双方向のコミュニケーションの

実施 

偏見・差別等や偽・誤情報への対応 

リスク評価に基づく方針の決定・

見直し 

まん延防止 

新型インフルエンザ等発生時の

対策強化に向けた理解及び準備

の促進等 

国や県等との連携 

町内における新型インフルエン

ザ等患者の発生への備え 

情報分析や専門家意見を踏まえ

た対策の実施 

行動抑制で拡大を抑止 

町民に対し、重点措置等への理

解・協力を求める 

ワクチン 

基準に該当する事業者への周

知・登録等 

接種体制の構築 

（シミュレーション等） 

情報提供・共有  

DXの推進 

接種体制の構築 

接種体制全般 

予防接種健康被害救済制度の周

知、副反応疑い報告 

情報提供・共有 

保健 
連携強化と体制整備 

健康観察への協力体制整備 

受診先や情報サイトの町民周知 

相談体制の整備 

健康観察等 

まん延防止措置により影響を受

けた町内事業者への支援 

物資 感染症対策物資等の備蓄等 

感染症対策物資等の備蓄状況等

の確認 

円滑な供給に向けた準備 

緊急事態時に物資等が不足した

場合、国・県・他市町村・指定公

共機関等と連携し、備蓄品を相

互に融通する 

町民生活・町民経

済の安定の確保 

情報共有体制の整備 

支援実施に係る仕組みの整備  

物資及び資材の備蓄等 

火葬能力等の把握、火葬体制の

整備 

生活支援を要する者への支援等

の準備 

町民生活・地域経済への影響に

係る対策の検討体制の構築 

生活関連物資等の安定供給に関

する町民及び事業者等への呼び

掛け 

心身への影響に関する施策 

生活支援を要する者への支援 

教育及び学びの継続に関する支援 

生活関連物資等の価格の安定等 

火葬・埋葬の特例等 

事業者に対する支援 

水の安定供給 
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３．発生段階ごとの対応と主要対策項目 
 


